
小金井市LINE公式アカウント情報配信等システム導入業務委託プロポーザル

審査基準 

 

Ⅰ 審査基準  

１ 会社概要及び業務実績について  

 ⑴ 経営状況が、本業務を受託するにあたり十分であるか。  

 ⑵ 地方公共団体での導入実績があり、本業務を遂行するにあたって必要   

なノウハウの提供が期待できるか。  

 

２ 業務実施体制及びスケジュールについて  

 ⑴ 業務を進める上で必要な連絡体制などは適切に構築されているか。  

 ⑵ スケジュールに無理がなく、業務手順や工程は妥当か。  

 

３ 基本的事項について  

 ⑴ 適切な情報セキュリティ対策がなされているか。  

 ⑵ 運用・サポート体制が整っているか。障害発生時の対応が適切に示さ  

れ、十分な内容となっているか。  

  ⑶ 配信画面の視認性、デザインなど、利用者にとって見やすく、使いや  

すいものとなっているか。  

  ⑷ システムを管理する職員や情報配信を行う職員が使いやすいものと  

なっているか。  

 

４ 機能要件について  

 ⑴ 仕様書に記載している機能要件を満たしている、もしくは同等程度の  

効果が得られる機能を備えているか。  

 ⑵ 提供されるサービスが仕様書の目的・活用イメージを踏まえた提案と  

なっているか。  

 ⑶ 仕様書の機能のほかの創意工夫にもとづく、独自性や優れた追加提案  

はあるか。また実現可能性がある内容か。  

 ⑷ 将来的なニーズの変化に合わせた対応やシステムの拡張性が期待で  

きるか。  

 

５ 構築・運用サポートについて  

 ⑴ 本業務を円滑に進めるため、管理側操作環境の整備や管理者への支援  

は十分か。  

 ⑵ 構築から運用開始までの実施体制及び次年度以降も含めたサービス  

提供後のサポート体制は十分か。  

 

６ 見積額について  

 ⑴ 業務内容に照らして、見積価格及び運用等に係る金額が妥当であり、

コストパフォーマンスが優れているか。  

 



７ プレゼンテーションについて  

  ⑴ 本業務の業務責任者の熱意が感じられ、説明がわかりやすく、的確か   

つ簡潔明瞭か。  

  ⑵ 質問に対し、的確かつ簡潔明瞭に答えているか。  

 

Ⅱ 審査評価方法  

 １ 第一次審査  

   事前に提出される企画提案書等により、書類審査を行う。  

 ２ 第二次審査  

   第一次審査で選考された者の中から、別途実施するプレゼンテーション

について、業者選定審査基準によって判定を行い、その総合点数により候

補者を決定する。  

 

Ⅲ 審査項目  

  別紙「プロポーザル評点票」のとおりとする。  

 

Ⅳ 評価基準・評価点数  

  審査項目に対する評価基準及び評価点数は、以下のとおりとする。  

 

評価点数  
評価基準  説明  

 ※注  

５  １０  特に優れてい

る  

当該要素について、評価

できるもののうち、特にそ

れが顕著な水準である。  

４  ７  優れている  当該要素について、評価

できるもののうち、円滑に

遂行できる水準である。  

３  ５  ふつう   当該要素について、被評

定者に要求したレベルをほ

ぼ満たしており、特に支障

のない水準である。  

２  ３  やや劣る   当該要素について、劣る

部分や問題点があり、時に

は支障をきたす恐れがある

水準である。  

１  １  劣る   当該要素について、劣る

部分や問題点があり、頻繁

に支障をきたす恐れがある

水準である。  

※第二次審査の審査項目８、９、１０の場合  

 

 



Ⅴ 判定  

  各審査項目の評価点数は、評価基準によって判定を行い、その総合点数  

で判定する。  

 

Ⅵ 候補者の選定  

  別途設置する審査員会において、委員長を含む各委員が評点票により審査

し、委員全員の総合点数を集計した最上位者を候補者に、次点の者を次点者

として選定する。  

  ただし、最上位者の総合点数から、当該事業の内容に適合した履行がなさ

れないおそれがあると審査委員会が判断した場合は、いずれの候補者も選定

しないことができる。  

 

Ⅶ 企画提案にあたっての留意事項  

１ 提出後の企画提案書等の追加及び修正は認めない。  

２ 参加者提出資料が次のいずれかに該当する場合、当該参加者提出資料を  

無効とする。 

⑴ 本実施要領の規定に違反した記載がされているもの  

⑵ 記載すべき事項の全部又は一部（ただし、重要な部分に限る。）記載さ   

れていないもの 

⑶ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの  

⑷ 虚偽の内容が記載されているもの 

⑸ その他、設定した条件を満たしていない場合  


